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緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の  
感染予防、健康管理の強化について 

 
 
 かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚

くお礼申し上げます。 
 さて、４月１６日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（別添

１。新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。）

について全都道府県を緊急事態措置の対象とする等の改正が行われました。 
また、基本的対処方針の別添においては、緊急事態宣言時に事業の継続が求め

られる事業者として、医療体制の維持、支援が必要な方々の保護の継続、国民の

安定的な生活の確保、社会の安定の維持等に不可欠な業務を行う事業者について

は、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める

こととされております。 
こうした状況に鑑み、厚生労働省においては、緊急事態宣言時に事業の継続が

求められる事業で働く方々をはじめとして、すべての職場で働く方々の感染を防

止するために、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において

事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、適切な対

策に取り組んでいただくこと、また、その際には、妊娠中の女性労働者や、高齢

者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）を有する方々に十分な配慮をお

願いすることについて、別添文書のとおり労使団体の長あてに通達を行ったとこ

ろです。 
つきましては、標記について、全国建産連を通じ国土交通省より情報提供がま

いりましたのでお知らせ申し上げます。 


